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平成３０年度第１２回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 平成３１年３月１５日(金) 午後２時００分～午後２時５０分 

 

２ 場 所 千葉中央コミュニティセンター８階 会議室「若潮」 

千葉市中央区千葉港２－１ 

 

３ 出席者 

（１）委員 

森岡会長、岡田会長代理、星委員、鈴木委員、島田委員、下川委員 

 

（２）行政庁職員 

建築部:浜田部長 

建築指導課:豊田課長、若王子主任技師 

建築審査課:松本課長、末田主査 

（３）事務局職員 

建築管理課:（幹事）小川課長、（書記）海保主査、染谷主任技師、丸山技師 

 

４ 議 題 

（１）同意議案の経過等報告 

（２）議案の審査 

※公開の議案 

ア 議案第１号 建築基準法第５６条の２第１項ただし書許可の同意について 

イ 議案第２号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

ウ 議案第３号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

 ※非公開の議案 

  エ 議案第４号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

  オ 議案第５号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

  カ 議案第６号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

  キ 議案第７号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 
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５ 議事の概要 

（１）同意議案の経過等報告 

議案第１号から議案第２号は２月１９日付け、議案第３号は２月２８日付けで、許可し

た旨の報告が特定行政庁からあった。 

（２）同意議案の審査 

ア 議案第１号 

「同意」と決定した。 

イ 議案第２号 

「同意」と決定した。 

ウ 議案第３号 

「同意」と決定した。 

エ 議案第４号 

「同意」と決定した。 

 オ 議案第５号 

「同意」と決定した。 

  カ 議案第６号 

「同意」と決定した。 

  キ 議案第７号 

「同意」と決定した。 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 

次回定例会の開催は、平成３１年４月１９日金曜日午後２時からとした。その次

の定例会の開催は、平成３１年５月１７日金曜日午後２時からと予定した。 

 

６ 会議経過 

※公開の議案 

【議案第１号】建築基準法第５６条の２第１項ただし書許可の同意について 

（包括同意基準適合） 

日影による中高層の建築物の高さの制限の特例 

         小学校(申請部分:給食室、受水槽)の増築 

 

（１）建築指導課説明 

この案件は、建築基準法第５６条の２第１項ただし書の規定により、建築審査会

の同意を求めるものです。 
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「１ 該当条項」は、建築基準法第５６条の２第１項ただし書、以下記載のとお

りとなります。 

申請理由でございますが、 

本案件は、小学校の敷地内に、周囲の居住環境を害するおそれがないと認められ

る、給食室及び受水槽を増築するものです。 

千葉市立幕張小学校は、昭和５３年４月１日に日影規制ができたことにより、校

舎棟の一部が既存不適格となり、過去２回、当該許可を得て増築を行っております。 

今回、給食室の老朽化に伴う改修にあたり、学校給食衛生管理基準に基づき必要

諸室を整備するため、増築が計画され、法第５６条の２第１項ただし書による許可

申請がなされたものでございます。 

スクリーンをご覧ください。お手元のタブレットでは最初の画面 配置図兼等時

間日影図です。 

画面中央は、配置図と等時間日影図を兼ねた図面、右側は、建物概要です。 

申請地は、赤線でお示ししている部分で、用途地域は、第一種住居地域が指定さ

れております。 

申請建物は、配置図に赤色でお示ししている部分で、給食室は最高の高さ４．４

２メートル、鉄骨造平屋建、受水槽１は最高の高さ３．５メートル、ＦＲＰ造平屋

建です。 

日影規制についてですが、増築後においても日影規制の抵触部分にはなんら影響

を与えません。 

次に、給食室平面図です。お手元では２ページをご覧ください。赤色でお示しし

ているのが増築部分で、延べ面積は６８．０平方メートル、鉄骨造平屋建てになり

ます。今回、学校給食衛生管理基準に基づき、前室を設けるなど、部屋単位で区切

り、作業動線を明確にするため、増築部分と合せて既存部分の改修も行います。 

次に、包括同意基準適合表をご覧ください。（１）から（３）まで全て包括同意

基準に適合しております。 

 

（２）質疑意見等 

   無し 

 

 【議案第２号】建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

        (包括同意基準２－１に適合) 

敷地等と道路との関係の特例 

一戸建ての住宅の新築 
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（１）建築審査課説明 

議案第２号は、建築基準法第４３条第２項第２号の規定により、建築審査会の同

意を求めるものです。 

該当条項は、「建築基準法第４３条第２項第２号」です。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

なお、本案件は包括同意基準２－１に適合するものです。 

お手元のタブレットの議案第２号資料をご覧ください。 

始めに位置図ですが、資料１ページをご覧下さい。 

計画敷地は、ＪＦＥスチール東日本製鉄所千葉地区内に位置する地区で、赤線 

で囲んだ場所です。 

黄色で塗られた部分が、今回ご審議いただく通路です。 

次に、スクリーンと併せてお手元のタブレットの資料２ページをご覧下さい。

「現況図兼計画図」です。 

赤い線で囲まれた場所が計画敷地です。 

図の右上付近の赤で着色された部分が計画建物です。 

黄色で塗られた部分が道で幅員は５０ｍあります。 

計画敷地が広大なため、計画建物の配置図として、スクリーンと併せてお手元

のタブレットの資料３ページをご覧下さい。 

「計画建物の周辺配置図」です。 

計画建物は、製鉄所で使用するレンガを生産する工場の事務所の建替えです。

黒三角の印は、建築物の出入口を示しています。 

次に、４ページをご覧下さい。平面図です。図面は事務所の平面図です。 

 鉄骨造平屋建てで延べ床面積は３２１．８４㎡です。 

次に、５ページをご覧下さい。立面図と断面図です。 

上の図はエントランスに面する北側立面図です。中央の図は西側立面図です。 

下の図は長辺方向の断面図です。高さは４．９２ｍです。 

次に、包括同意基準２の１に適合するチェックシートを、ご覧ください。 

（１）の欄、道は千葉県、千葉市とＪＦＥスチール株式会社が所有し、千葉市、Ｊ

ＦＥスチール株式会社、東京電力株式会社の３者により管理契約が結ばれた協

定道路となっています。 

直近における、この道の法第４３条ただし書きの経過につきましては、平成２

９年度に１回、平成３０年度に１回、建築審査会において同意をいただき、許可

しております。 
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（２）質疑意見等 

島田委員 計画建物の近くにある消火栓は消防車になっていますが、この位置にかけつ

けられる消防車という理解でよろしいか。 

松本課長 川鉄内の自衛消防車です、同時に千葉市の消防署に通報しかけつけていただ

く方式でやっています。 

下川委員 土地の所有者は、千葉県、千葉市、JFEどのようなもち方をしているのです

か。 

松本課長 通路はいくつかの筆にわかれており、それぞれ千葉県、千葉市、JFEが単独

で所有しております。 

  

 【議案第３号】 

  建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

  (包括同意基準２－３に適合) 

敷地等と道路との関係の特例 

一戸建ての住宅の新築 

 

（１）建築審査課説明 

議案第３号は、建築基準法第４３条第２項第２号の規定により、建築審査会の同

意を求めるものです。 

該当条項は、「建築基準法第４３条第２項第２号」です。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

なお、本案件は包括同意基準２－３に適合するものです。 

計画の概要につきましては、担当主査よりご説明いたします。 

    お手元のタブレットの議案第３号資料をご覧ください。 

始めに位置図ですが、資料１ページをご覧下さい。 

計画敷地は、京成千原線の大森台駅より南へ１ｋｍほどの場所で、位置図では、

淑徳大学の東側に位置し赤線で囲んだ場所です。 

黄色で塗られた部分が、今回ご審議いただく通路です。 

 次に、スクリーンと併せてお手元のタブレットの資料２ページをご覧下さい。「現

況図兼計画図」です。 

計画敷地は、赤線で囲んだ場所で、計画建物は、木造２階建ての一戸建て住宅を

建築するものです。黒三角は玄関の位置を示しています。 
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黄色で塗られた通路の幅員は４．０ｍ～５．０３ｍ、延長長さは４３．８０ｍで

す。 

次に同じページで法第４３条のただし書きの経過につきまして説明いたします。 

申請建物の右側に位置する○Ａの敷地で平成４年度に建築主事によるただし書き扱

いで一戸建て住宅の確認をしております。 

その他３件が、図面に記載のとおり、建築主事によるただし書き扱いで一戸建て

住宅の確認をしております。 

次に包括同意基準２の３に適合するチェックシートをご覧ください。 

（１）イの欄、通路幅は４．０ｍ～５．０３ｍあります。 

ウの欄、通路の長さにつきましては、４３．８０ｍです。 

オの欄、将来にわたり、幅員４ｍ以上の通路とし、かつ、一般の交通の用に使

用することについて関係権利者の承諾があります。 

カの欄、排水につきましては、汚水は通路の公共下水道管に、雨水は通路部分

のＵ字溝に放流する計画としております。 

以上の様に本案件は、包括同意基準の２の３に適合しております。 

なお、道路位置指定につきましては、転回広場等の設置について地権者の協力

が得られないため、指定を受けることができませんでした。 

 

（２）質疑意見等 

 岡田委員 消火栓の位置が遠いのですが、どれ位の距離ですか。 

松本課長 １００ｍ以上です。 

岡田委員 １５０ｍ位か、支障がないと考えて宜しいのか。 

     西福寺は高台にあるのですか、消火栓から計画敷地まで行くまでに傾斜が 

     有りますか。フラットですか。 

松本課長 計画地の方が少し高い敷地です。 

岡田委員 水を送るときに上りを行くような形ですが、大丈夫という判断ですか。 

松本課長 はい。法令に基づき許可にあたっての消防同意を得ております。 

島田委員 計画敷地の北側の方が擁壁あり高いですが、そちらの方から消火栓が有れば

引いた方が早いのではないですか。消火栓の位置は把握されていますか。 

松本課長 消火栓は上にもあります。 

下川委員 間地石が積んであり高さ２ｍ以上ありますね、確認は取れているのですか。 

松本課長 道路法による道路工作物で安全な擁壁であることを確認しております。 

 

 


